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1. 廃棄物埋設事業変更許可申請の変更の理由
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変更の理由は以下のとおり。

3号廃棄物埋設施設の増設

1号廃棄物埋設施設に埋設を行う廃棄体の種類の追加等
・埋設を行う廃棄体の種類の追加
・埋設設備7,8群の漏出防止対策の追加
・覆土仕様の変更
・保安のために講ずべき措置の変更予定時期の変更

2号廃棄物埋設施設の覆土仕様の変更
・覆土仕様の変更



許可基準規則

第三条 安全機能を有する施設の地盤

第四条 地震による損傷の防止

第五条 津波による損傷の防止

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止

第七条 火災等による損傷の防止

第八条 遮蔽等

第九条 異常時の放射線障害の防止

第十条 廃棄物埋設地

第十一条 放射線管理施設

第十二条 監視測定設備

第十三条 廃棄施設

第十四条 予備電源

第十五条 通信連絡設備等

*1：第一条（適用範囲）及び第二条（定義）は申請書全般に関連するため本説明の対象外とする。

2. 許可基準規則への適合性

(1) 許可基準規則の条項

以下に示す許可基準規則の各条で要求されている事項（以下「要求事項」という。）に対して審査
会合等を踏まえた適合性について示す。

ここで、安全機能を有する施設は、埋設設備、ポーラスコンクリート層及び覆土である。
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2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第三条 安全機能を有する施設の地盤
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要求事項 適合性

• 安全機能を有する施設は、次条第二項の規定により算定
する地震力が作用した場合においても当該安全機能を有
する施設を十分に支持することができる地盤に設けなけれ
ばならない。

• 廃棄物埋設地は、変形した場合においてもその安全機能が
損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

• 廃棄物埋設地は、変位が生ずるおそれがない地盤に設け
なければならない。

• 3号埋設設備の支持地盤は、自重及び操業時の荷重に加え
耐震重要度Cクラスの施設に求められる地震力が作用した場
合においても、接地圧に対して十分な支持性能を有する。

• 3号廃棄物埋設地の設置地盤は、空中写真判読、地質調査
及び標準貫入試験等を実施した結果、敷地内には断層活動
に伴う変動地形が認められないこと、支持地盤はN値50以上
の岩盤であることから、変形が生じるおそれはない。

• 3号廃棄物埋設地の設置地盤は、空中写真判読及び地質調
査を実施した結果、将来活動する可能性がある断層及び廃
棄物埋設地の支持地盤まで及ぶ地すべりはないため、変位
が生じるおそれはない。

3号埋設設備を設置する地層
許容応力度

(MN/m2)

地盤反力度の

制限値

(MN/m2)

埋設設備の

接地圧

(MN/m2)

鷹架層中部層
軽石凝灰岩層

(T2pt)

軽石
凝灰岩 2.3 0.9

0.24
砂質軽石
凝灰岩 13.1 0.9

*1：3号埋設設備の設置地盤の許容応力度及び地盤反力度の制限値は、 3号埋設設備の接
地圧に対して大きな値を示しており、3号埋設設備の支持地盤は十分な支持力を有する。

3号埋設設備の設置地盤の支持力*1



2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第四条 地震による損傷の防止
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要求事項 適合性

• 安全機能を有する施設は、地震力に十分に耐えることがで
きるものでなければならない。

• 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある
安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射
線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければなら
ない。

• 3号廃棄物埋設施設の埋設設備は、耐震重要度Cクラスに求
められる静的地震力に対して、耐震性を確保する。

• 1号、2号及び3号廃棄物埋設施設の全ての安全機能を考慮
せずに、公衆の放射線被ばくの程度を評価した結果は、1号、
2号及び3号廃棄物埋設施設の合計値で約1.6×10-1mSv/yと
十分に小さいものであることから、3号廃棄物埋設施設の安
全機能を有する施設のうち、地震力を考慮する埋設設備につ
いては、耐震重要度Cクラスに分類する。

想定する事象
評価結果
(mSv/y)

3号単独
埋設設備1基 約1.6×10-2 

廃棄物埋設地全体 約4.5×10-2 

1号、2号及び3号の合計 約1.6×10-1

評価結果

評価の前提とした状態

セメント系充填材 内部仕切設備

外周仕切設備 覆い

放射線



2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第五条 津波による損傷の防止
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要求事項 適合性

• 安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機能を
有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対し
て安全機能が損なわれるおそれがないものでなければなら
ない。

• 廃棄物埋設地は、海岸線から約3km離れた標高30m以上の
台地に設置しており、既往知見を踏まえた津波の評価によっ
て得られる津波の規模観及び断層のすべり量が既往知見を
大きく上回る波源モデルを想定した場合でも、廃棄物埋設地
に津波が到達する可能性はないことから、耐津波設計は不要
である。

既往知見を大きく上回る波源モデルと廃棄物埋設地との関係*1

*1：凡例は到達する津波の高さを示す(T.M.S.L.＝東京湾平均海面)。



2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止
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要求事項 適合性

• 安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震及び津波を
除く。）であつてその供用中に当該安全機能を有する施設に大きな
影響を及ぼすおそれがあるものに対して安全機能を損なわないも
のでなければならない。

• 安全機能を有する施設は、事業所又はその周辺において想定され
る廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある
事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）のうち、その
供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれ
があるものに対して安全機能を損なわないものでなければならない。

• 安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれ
がある事象については、国内外の基準及び文献調査
により、自然現象及び人為事象を網羅的に抽出し、
立地特性及び施設の特徴等を考慮して検討した結果、
埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措
置の開始までの間において、廃棄物埋設地の安全機
能に大きな影響を及ぼす自然現象及び人為事象は
ないため、外部からの衝撃による損傷の防止に関す
る構造設計は不要である。

大きな影響を及ぼすおそ

れがある事象
評価結果 評価理由

自
然
現
象

洪水
大きな影響

を及ぼさない

周辺を流れる老部川の標高は5m～20m、二又川の標高は1m～5mである。これらの河川において洪水が

発生したとしても、標高30m以上の台地に位置する廃棄物埋設地への影響はないため。

地すべり
大きな影響

を及ぼさない

西の沢以西及び尾駮沼付近を除いた台地上に地すべり地形はなく、地質調査結果から、すべり面となる

ような弱層も確認されていないため。

火山の影響
大きな影響

を及ぼさない

廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山について、火山事象の発生実績、敷地の立地特性及び降下火砕

物シミュレーション等により廃棄物埋設地への影響を評価した結果、大きな影響を及ぼす可能性は十分小

さいため。

土石流
大きな影響

を及ぼさない

周辺を流れる老部川の標高は5m～20m、二又川の標高は1m～5mである。これらの河川において土石流

が発生したとしても、標高30m以上の台地に位置する廃棄物埋設地への影響はないため。

人為

事象
ダムの崩壊

大きな影響

を及ぼさない

廃棄物埋設地の周辺にダムはないため。

大きな影響を及ぼすおそれがある事象に対する評価結果



2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第七条 火災等による損傷の防止

88

要求事項 適合性

• 安全機能を有する施設は、火災又は爆発により廃棄物埋
設施設の安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を適
切に組み合わせた措置を講じたものでなければならない。

一．火災及び爆発の発生を防止すること。

二．火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火すること。
三．火災及び爆発の影響を軽減すること。

• 一号は、3号廃棄物埋設施設の安全機能を有する施設につい
ては、火災発生源が無く、かつ不燃性の材料を使用する設計
方針とすることにより、火災等の発生を防止する措置を講じる
こと、埋設する廃棄体については、金属製の容器に廃棄物を
セメント系充填材で固型化したものであること等から、火災等
の発生のおそれがない。

• 二号及び三号は、火災等の発生の恐れがないことから、火災
等を早期に感知及び消火する措置並びに火災等の影響を軽
減する措置は必要ない。

岩盤

難透水性覆土（土質系材料）

下部覆土(土質系材料)

上部覆土(土質系材料)

埋設設備(コンクリート製)

廃棄体(金属製容器)

廃棄物埋設地断面図



2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第八条 遮蔽等
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要求事項 適合性

• 廃棄物埋設施設は、当該廃棄物埋設施
設からの直接ガンマ線及びスカイシャイ
ンガンマ線による事業所周辺の線量を
十分に低減できるよう、遮蔽その他適切
な措置を講じたものでなければならない。

• 廃棄物埋設施設は、放射線障害を防止
する必要がある場合には、管理区域そ
の他事業所内の人が立ち入る場所にお
ける線量を低減できるよう、遮蔽その他
適切な措置を講じたものでなければなら
ない。

• 廃棄物埋設施設は、放射性物質の飛散
防止のための措置を講じたものでなけ
ればならない。

• 3号廃棄物埋設施設の遮蔽に係る設計方針として、埋設設備及び覆土を設置す
ることにより事業所周辺の線量を十分に低減する。当該設計により、平常時にお
ける直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による公衆の受ける線量は、1号、
2号及び3号廃棄物埋設施設の合計値で最大約23μSｖ/ｙである。

• 廃棄物埋設施設の管理区域における放射線業務従事者の線量は、埋設設備で
の遮蔽設計を講じるとともに、管理区域での放射線業務従事者の作業について、
作業時間の制限等の作業計画を定め、廃棄体を取り扱う埋設クレーンの自動化
等の防護措置を講じることにより、放射線業務従事者の線量限度を超えないよう
にする。また、事業所内の人が立ち入る場所に滞在する者の線量については、
埋設設備及び覆土を敷設する遮蔽設計を講じることにより、公衆の線量限度以
下となるようにする。

• 3号廃棄物埋設地に設置する埋設クレーンは、1号及び2号廃棄物埋設地の埋設
クレーンと同様の設計とし、放射性物質の飛散防止のため廃棄体等の落下を防
止するインターロックを設ける。

期間 廃棄体の定置から覆土完了まで 期間 覆土完了以後

遮蔽材 埋設設備 遮蔽材 覆土

内部仕切設備

外周仕切設備 コンクリート仮蓋

廃棄体

セメント系充塡材

覆い

廃棄体

覆土

廃棄体

評価対象

評価結果
(μSv/y)

覆土前 覆土完了後

八条(外部被ばく) 約23 -

十条(内部被ばく) - 約3.8

十三条(気体の内部被ばく) 約3.5×10-6

十三条(液体の内部被ばく) 約1.7×10-2

合計 約23 約3.8

期間ごとの遮蔽状態図

評価結果



2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第九条 異常時の放射線障害の防止
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要求事項 適合性

• 安全機能を有する施設は、埋設する放射性廃
棄物の受入れの開始から廃止措置の開始まで
の間において、当該安全機能を有する施設に
異常が発生した場合においても事業所周辺の
公衆に放射線障害を及ぼさないものでなけれ
ばならない。

• 誤操作による放射性廃棄物の落下等に伴う放射性物質の飛散について
は、放射性物質の飛散防止措置を講じている3号廃棄物埋設施設の埋設
クレーンに対して、1号及び2号廃棄物埋設施設同様に、定置作業中に廃
棄体吊り具の破損によって廃棄体が落下し、損傷することによる放射性
物質の飛散事象についての影響評価を実施した。

• 評価の結果、公衆の受ける線量は、約1.7×10-4mSvである。
• 廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響については、「第七条 火

災等による損傷の防止」に示すとおり。
• その他機器等の破損、故障、誤操作又は操作員の誤操作等に伴う放射

性物質の外部放出等であって、公衆の放射線被ばくの観点から重要と考
えられる異常については、「第四条 地震による損傷の防止」に示すとおり、
公衆の受ける線量は、1号、2号及び3号廃棄物埋設施設の合計値で約
1.6×10-1mSv/yである。

• 以上から、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合においても、事業所周
辺の公衆に放射線障害を及ぼすことはない。

10

想定する事象
評価結果
(mSv/y)

廃棄体落下 約1.7×10-4 

1号、2号及び3号の合計 約1.6×10-1

評価結果



2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地 (1/21)
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要求事項 適合性

• 廃棄物埋設地は、次の
各号に掲げる要件を満
たすものでなければな
らない。

一．廃棄物埋設地（ピット
処分に係るものに限
る。）は、外周仕切設
備を設置する方法、
その表面を土砂等で
覆う方法その他の方
法により、埋設する放
射性廃棄物の受入れ
の開始から埋設の終
了までの間にあって
は廃棄物埋設地の限
定された区域からの
放射性物質の漏出を
防止する機能、埋設
の終了から廃止措置
の開始までの間に
あっては廃棄物埋設
地の外への放射性物
質の漏出を低減する
機能を有するもので
あること。

• 設計方針
3号廃棄物埋設地の埋設設備及び排水・監視設備は、「雨水及び地下水の浸入を防止する構造」、

「放射性物質の漏出を防止する構造」により、放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了まで
の間、埋設設備から放射性物質の漏出を防止する設計とする。

3号廃棄物埋設地の埋設設備及び覆土は、埋設の終了から廃止措置の開始までの間、廃棄物
埋設地の外への放射性物質の移行を抑制する設計とする。

廃棄物埋設地の設計に当たっては、以下に留意する。
 設計時点において合理的かつ利用可能な最善の設計・施工技術によるものであること。
 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること。
 劣化・損傷が生じた場合にも機能を維持できる構造・仕様であること。

 漏出防止機能に関する設計
(1)雨水及び地下水の浸入を防止する構造

廃棄体と水が接触しないよう雨水及び地下水の浸入を防止する設計とする。
(2)放射性物質の漏出を防止する構造

廃棄体と水が接触した場合に放射性物質が埋設設備の外へ漏出することを防止する設計とす
る。
 移行抑制機能に関する設計

①低透水性により埋設設備に流入する地下水の量を抑制する。
②収着性により放射性物質の移行を遅延する。
③低透水性及び収着性の組合せにより、廃棄物埋設地の外への放射性物質の移行を抑制する。

なお、1号埋設設備7，8群並びに1号及び2号の覆土は、3号廃棄物埋設地と同様の設計とする。

• 評価結果
埋設の終了から廃止措置の開始までの間の平常時に公衆の受ける線量は、約3.8μSv/yである。



2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地 (2/21)
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造
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物
質
の
漏
出

を
防
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る
構
造

移
行
抑
制
機
能

地下水移行に伴う核種移行

凡例 ：外周仕切設備、覆い
：ポーラスコンクリート層
：セメント系充填材
：廃棄体
：内部防水

雨水及び地下水と
廃棄体が接触しな
いよう浸入を防止
する。

廃棄体と水が接触
した場合にも放射
性物質が埋設設備
の外へ漏出するこ
とを防止する。

漏出防止機能及び移行抑制機能の設計の考え方

①外周仕切設備、覆い、内部防水（下部）
⇒埋設設備内への浸入防止

②ポーラスコンクリート層
⇒浸入水の排水

③内部防水（上・側部）、セメント系充填材
⇒廃棄体と水の接触防止

①外周仕切設備、覆い、内部防水（下部）
⇒埋設設備外への漏出防止

②ポーラスコンクリート層
⇒放射性物質を含む水の回収

①難透水性覆土、下部覆土、岩盤の低
透水性
⇒埋設設備に流入する地下水を低減

②セメント系材料、難透水性覆土、上
部覆土、岩盤の収着性
⇒放射性物質の移行を遅延

【セメント系材料】 収着性

【上部覆土】 収着性

【下部覆土】 低透水性

【難透水性覆土】 低透水性、収着性

【岩盤】 低透水性、収着性



2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地 (3/21)
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要求事項 適合性

• 廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでな
ければならない。

二．廃棄物埋設地（トレンチ処分に係るものに限る。）は、その
表面を土砂等で覆う方法その他の方法により、廃棄物埋
設地への雨水及び地下水の浸入を十分に抑制し、埋設す
る放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始ま
での間において、廃棄物埋設地の外への放射性物質の
漏出を低減する機能を有するものであること。

－
（処分方法が異なることから適合性の確認は不要）



2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地 (4/21)
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要求事項 適合性

• 廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでな
ければならない。

三．埋設した放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化
学物質により安全機能が損なわれないものであること。

3号廃棄物埋設地には、可燃性の化学物質、可燃性ガスを発
生する化学物質は含まれない。

その他の化学物質として有機物及び高アルカリ成分があるが、
安全機能への影響はない。

なお、以下のものには、同様に安全機能への影響がある化学
物質は含まれない。

・1号廃棄物埋設地に埋設する充填固化体
・1号埋設設備７，8群
・1号及び2号の覆土



2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地 (5/21)
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要求事項 適合性

• 廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでな
ければならない。

四．廃止措置の開始までに廃棄物埋設地の保全に関する措
置を必要としない状態に移行する見通しがあるものである
こと。

• 廃止措置の開始後、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の保全
に関する措置を必要としない状態に移行する見通しのある設
計とする。

• 廃棄物埋設地は廃止措置の開始後(覆土完了から300年後)
における埋設した廃棄体に起因して発生すると想定される放
射性物質の環境への影響が基準を満たす設計となっており、
覆土完了後300年で、廃棄物埋設地の保全に関する措置を必
要としない状態に移行できる見通しであるものとする。

（詳細は次項以降に示す）

廃止措置開始後の線量評価結果
1号

[μSv/y]
2号

[μSv/y]
3号

[μSv/y]
重畳線量
[μSv/y]

基準

最も可能性が高い自然事象シナリオ 居住者 0.20 0.18 8.8×10-2 0.46 10μSv/y

最も厳しい自然事象シナリオ 漁業従事者*１ 3.3 4.0 3.8 11 300μSv/y

人為事象シナリオ
建設業従事者 5.9 5.8 2.5

44*2 1mSv/y
居住者 44 37 19

*1 最も線量の大きくなる評価対象個人
*2 1-3号の人為事象シナリオの重畳は見込まないため、本経路の最大線量

廃止措置開始後の線量評価結果



3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(自然事象シナリオ共通) (6/21)
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評価概要 状態設定、評価パラメータ設定

• 自然事象シナリオでは、以下に示すような自然事象による
廃棄物埋設地からの放射性物質の移行及び公衆の受ける
被ばく線量を評価する。

• 廃棄物埋設地に埋設処分する放射性廃棄物に含まれる放
射性物質は、埋設設備に浸入する地下水を介して、人の活
動する領域に到達し、人間活動*1により、公衆が被ばくする
ことが想定される。

• 廃止措置の開始後の公衆の被ばく線量評価に当たっては、
将来の地質環境等*2と、将来の廃棄物埋設地の状態並び
に将来の公衆の生活環境*3を設定する。
(次頁に続く)

• 状態設定を行う将来の期間は、主要な放射性物質の半減期、
放射能量及び放射能濃度を踏まえ、廃止措置の開始までに
十分に減衰しない放射性物質の影響が比較的有意に生じる
時期である1,000年とする。また、廃棄物埋設地及びその周辺
の状態変化は緩慢であり、1,000年から10,000年の期間にお
いて、侵食等の自然現象によって廃棄物埋設地に著しい状態
変化が生じることは想定されないことから、以降は1,000年後
と同じ状態が継続するものと設定する。

• 線量評価においては、廃棄物埋設地の各バリアの機能の状
態が保守的となるよう、覆土完了時点から1,000年後の状態で
あるものとして設定する。

• 状態設定において、最も可能性が高いと考えられるパラメー
タの設定が困難なもの、不確かさを踏まえても線量影響が小
さいと考えられるものは、各自然事象シナリオで共通の値とし、
科学的に合理的と考えられる範囲で保守的な設定とする。

*1：人間活動 ：放射性物質を含んだ水及び土地を利用した様々な生産活動、生産物の摂取等
*2：地質環境等 ：地質環境、気象環境及び水理環境
*3：生活環境 ：人が活動する領域のうち、放射性物質が到達する領域で、一般的な水の利用と土地の利用が想定される範囲における人間活動の状況



3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(自然事象シナリオ共通) (7/21)
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評価概要 状態設定、評価パラメータ設定

(1) 地質環境等
• 将来の地質環境等については、プレート運動、

気候変動等による廃棄物埋設地の取り巻く環境
を設定する。

(2) 廃棄物埋設地
• 将来の廃棄物埋設地の状態については、廃棄

物埋設地を構成する各部材の変質等による廃棄
物埋設地の物理的、化学的性質の変化を考慮し
て、期待するバリア機能の状態を設定する。

(3) 生活環境
• 将来の公衆の生活環境については、評価対象

個人*1及び評価対象個人の生活様式*2を設定す
る。ここで、地質環境等と将来の廃棄物埋設地
の状態に関しては、自然現象であることから、過
去の記録や現地調査等の最新の科学的・技術
的知見に基づき合理的に設定する。将来の公衆
の生活環境に関しては、ICRP Pub.81を踏まえて、
現在の生活様式が将来も継続すると仮定する。

(1) 地質環境等
• 地質環境等に係る長期変動事象について、「プレート運動に起因する事

象」、「気候変動に起因する事象」及び「プレート運動と気候変動の両者
に起因する事象」に区分する。区分した各事象については、プレート運動
や気候変動が過去から現在までの変動傾向とその要因が今後も継続す
るとみなし、それらを外挿して気温・降水量等の廃棄物埋設地の取り巻く
環境の状態設定を行う。

(2) 廃棄物埋設地
• 廃棄物埋設地は覆土完了時点を初期状態とし、長期の状態は、廃棄物

埋設地の移行抑制機能に係る特性に影響を与える事象を抽出し、それ
ら影響事象を考慮して期待するバリア機能の状態設定を行う。

• 状態設定を行うバリア機能は、移行抑制機能を期待する難透水性覆土、
下部覆土及び岩盤(鷹架層)の低透水性並びにセメント系材料(廃棄体の
固型化材及び埋設設備)、難透水性覆土、上部覆土及び岩盤(鷹架層)
の収着性とする。

(3) 生活環境
• 敷地周辺の地質環境等の状態と社会環境から被ばくが生じると考えら

れる人間活動(水利用及び土地利用)に基づいて被ばく経路を設定する。
さらに、被ばく経路の重畳を考慮した評価対象個人を設定する。

• 生活環境の構成要素のうち将来の人間の生活様式については、長期的
な不確かさを考慮して予測することは困難であるため、現世代の人間の
生活様式に関する情報を基に、敷地及びその周辺の社会環境又はわが
国で現在一般的とされる生活様式を前提とする。

*1：評価対象個人：廃棄物埋設地に起因して被ばくを受けると合理的に想定される集団を代表する個人
*2：生活様式 ：時間の過ごし方等の人間活動の程度



3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(自然事象シナリオ共通) (8/21)

放射性物質を含む地下水の移行

【岩盤】 低透水性、収着性

【覆土】 低透水性、収着性

【廃棄体固型化材、埋設設備】 収着性

自然事象シナリオの評価概念図

廃棄物埋設地
・低透水性（透水係数）
・収着性（分配係数）

地質環境等
・気温・降水量
・地下水流動
・表流水流動

沢、尾駮沼

生活環境
・土地利用の生活様式
・評価対象個人

生活環境
・水利用の生活様式
・評価対象個人

廃棄物埋設地に埋設処分する放射性廃棄物
に含まれる放射性物質は、埋設設備に浸入
する地下水を介して、人の活動する領域に到
達し、人間活動より、公衆が被ばくすることが
想定される。このような自然事象による廃棄
物埋設地からの放射性物質の移行及び公衆
の受ける被ばく線量を評価する

【影響事象】
・金属腐食による体積膨張
・地下水との反応(塩影響含む)
・有機物影響
・微生物影響

【被ばく経路】
・建設作業
・居住
・農耕農産物摂取(家庭菜園含む)

【被ばく経路】
・水産物摂取
・灌漑農産物摂取
・灌漑農耕作業

18



3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(最も厳しい自然事象シナリオ) (9/21)
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評価概要 状態設定、評価パラメータ設定

(1) 地質環境等
• 本シナリオの評価に当たって、地

質環境等は被ばく線量が大きく厳
しくなるようにデータの不確かさ(変
動幅)を踏まえて、気温、降水量等
を保守的に設定する。
(次頁に続く)

(1) 地質環境等
廃棄物埋設地及び生活環境の状態に影響を及ぼしうる事象として、気温・降水量変化、

地下水流動及び表流水流動を長期変動事象として考慮し、地質環境等の状態を設定す
る。

(設定例）
a. 気温・降水量変化

気温・降水量の変化により表層での水収支の変化に伴って地下水流動及び表流水
流動が変化することが想定されることから、気温変化及び降水量変化を長期変動事象
として考慮する。

a-1. 気温
気温については、文献により下北半島付近の最終氷期最盛期の年平均気温を推

定し、現在の気温と最終氷期最盛期の気温を用いて設定する。降水量の不確かさを
考慮した方が厳しい条件となるため、気温の不確かさを考慮せず、最も可能性が高い
状態と同じとする。現在の気温は観測値の平均値である9℃、最終氷期最盛期の気温
は温かさ指数法(松末他,2000)及びベストモダンアナログ法(Nakagawa et al, 2002)の平
均的な値である0℃を設定する。

a-2. 降水量
降水量は、敷地周辺と気候因子が類似する36地点の気温と降水量の関係を指数回

帰式で表し、気温と降水量の関係のばらつきを考慮して設定する。厳しい設定では、
希釈水量が小さくなるように、気温と降水量の下限値の指数回帰式を用いて設定する。

最も厳しい自然事象シナリオは、最大の被ばくを受けると想定される評価対象個人の線量であっても、著しい
被ばくを受けないことを確認するため、科学的に合理的と考えられる範囲の廃棄物埋設地の人工バリアや天然
バリアの状態及び生活環境における被ばくに至る経路の組合せのうち、最も厳しいパラメータを用いて評価する。



3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(最も厳しい自然事象シナリオ) (10/21)
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評価概要 状態設定、評価パラメータ設定

(2) 廃棄物埋設地
• 将来の廃棄物埋設地の状態は、被

ばく線量が大きく厳しくなるように
データの不確かさ(変動幅)を踏まえ
て、人工バリア及び天然バリアの
機能として期待する透水係数、分
配係数等を保守的に設定する。

(2) 廃棄物埋設地
状態設定に当たって、低透水性及び収着性に影響する事象を把握するため、各部材

相互の影響事象を熱、水理、力学及び化学の観点で整理・抽出する。影響事象について
は、国内外の文献を参考に、廃棄物埋設地の特徴及び地質環境等の長期変動事象を
考慮する。

抽出した影響事象について、低透水性及び収着性に係る各物理的・化学的性質の長
期的な変化を評価し、状態を設定する。

(設定例）
a. 低透水性（透水係数)

難透水性覆土及び下部覆土の低透水性は、力学的影響である金属腐食による体
積膨張並びに化学的影響である地下水との反応(塩影響を含む)によって変化が生じ
るため、これらを影響事象として考慮する。

a-1. 金属腐食による体積膨張
• 文献等に基づき保守的に設定した腐食膨張倍率、腐食速度等から求めた覆土の

変形量に基づき、難透水性覆土には開口が生じるものとし、開口部付近において
地下水との反応(塩影響を含む)による化学的変質が促進されるものとして、難透水
性覆土及び下部覆土の透水係数を設定する。

a-2. 地下水との反応(塩影響を含む)
• 地下水との反応(塩影響を含む)による化学的変質については、難透水性覆土中の

アルカリ成分等の物質移行が保守的となるよう設定し、化学的変質が促進される
条件での解析に基づいて、難透水性覆土及び下部覆土の透水係数を設定する。



3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(最も厳しい自然事象シナリオ) (11/21)

21

評価概要 状態設定、評価パラメータ設定

(3) 生活環境
• 将来の公衆の生活様式については、

「日本原燃（株）廃棄物埋設事業変
更許可申請における廃止措置の開
始後の公衆の被ばく線量評価に係
る審査方針について～将来の人間
活動に関する設定～(2020年10月7
日、原子力規制委員会了承)」（以下
「審査方針」という。）に基づき、現在
の生活様式を考えて合理的に保守
的でもっともらしい仮定に基づいて
設定する。

(3) 生活環境
想定した被ばく経路ごとに公衆の受ける線量を評価するため、水利用及び土地利用

に関わる生活様式に関連する評価パラメータ及び評価対象個人は、以下の考え方で設
定する。

(設定例）
a. 水利用
将来においても廃棄物埋設地を通過した放射性物質を含む地下水は南に向かって

流れ、中央沢を経て尾駮沼に流入するため、水利用に関しては、沢及び尾駮沼を利
用することを想定する。

a-1.沢の利用率
• 沢を取水源として灌漑農耕を実施する場合には大部分が沢水のみを利用するも

のと想定される。また、沢水の利用率を統計等に基づいて設定することが困難で
あることから、灌漑の農耕における放射性物質を含む沢の利用率は保守的に1
と設定する。

a-2. 水産物摂取量
• 水産物摂取量(魚類、無脊椎動物)は、六ヶ所村周辺の食品摂取量調査結果を

示した排出放射能環境分布調査報告書(環境科学技術研究所,平成23年)に基づ
き、1日当たりの摂取量から計算した値を保守的に切り上げて設定する。

a-3. 灌漑農産物摂取量
• 灌漑農産物摂取量は、六ヶ所村周辺の食品摂取量調査結果を示した排出放射

能環境分布調査報告書(環境科学技術研究所,平成23年)に基づき、1日当たりの
摂取量から計算した値を保守的に切り上げて設定する。



3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(最も可能性が高い自然事象シナリオ) (12/21)
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評価概要 状態設定、評価パラメータ設定

(1) 地質環境等
• 本シナリオの評価に当たって、地質環

境等は被ばく線量が現実的な値となる
ようにデータの不確かさ(変動幅)を踏
まえて、気温、降水量等を現実的(平均
値等の代表性が高い値)に設定する。

(1) 地質環境等
廃棄物埋設地及び生活環境の状態に影響を及ぼしうる事象として、気温・降水量

変化、地下水流動及び表流水流動を長期変動事象として考慮し、地質環境等の状
態を設定する。

(設定例）
a. 気温・降水量変化

気温・降水量の変化により表層での水収支の変化に伴って地下水流動及び表
流水流動が変化することが想定されることから、気温変化及び降水量変化を長期
変動事象として考慮する。

a-1. 気温
気温については、文献により下北半島付近の最終氷期最盛期の年平均気温を

推定し、現在の気温と最終氷期最盛期の気温を用いて設定する。現在の気温は
観測値の平均値である9℃、最終氷期最盛期の気温は温かさ指数法(松末
他,2000)及びベストモダンアナログ法(Nakagawa et al, 2002)の平均的な値である
0℃を設定する。

a-2. 降水量
降水量は、敷地周辺と気候因子が類似する36地点の気温と降水量の関係を指

数回帰式で表し、気温と降水量の関係のばらつきを考慮して設定する。確からし
い設定では、気温と降水量の平均的な指数回帰式を用いて設定する。

最も可能性が高い自然事象シナリオは、平均的な被ばくを受けると想定される評価対象個人の線量が、低く
抑えられていることを確認するため、科学的に合理的と考えられる範囲の廃棄物埋設地の人工バリアや天然
バリアの状態及び生活環境における被ばくに至る経路の組合せのうち、最も可能性が高いと考えられるパラ
メータを用いて評価する。



3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(最も可能性が高い自然事象シナリオ) (13/21)
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評価概要 状態設定、評価パラメータ設定

(2) 廃棄物埋設地
• 将来の廃棄物埋設地の状態も同様に

被ばく線量が現実的な値となるように
データの不確かさ(変動幅)を踏まえて、
人工バリア及び天然バリアの機能とし
て期待する透水係数、分配係数等を
現実的(平均値等の代表性が高い値)
に設定する。

(2) 廃棄物埋設地
状態設定に当たって、低透水性及び収着性に影響する事象を把握するため、各部

材相互の影響事象を熱、水理、力学及び化学の観点で整理・抽出する。影響事象に
ついては、国内外の文献を参考に、廃棄物埋設地の特徴及び地質環境等の長期変
動事象を考慮する。

抽出した影響事象について、低透水性及び収着性に係る各物理的・化学的性質の
長期的な変化を評価し、状態を設定する。

(設定例）
a. 低透水性（透水係数)

難透水性覆土及び下部覆土の低透水性は、力学的影響である金属腐食による
体積膨張並びに化学的影響である地下水との反応(塩影響を含む)によって変化が
生じるため、これらを影響事象として考慮する。

a-1. 金属腐食による体積膨張
• 文献等に基づき現実的に設定した腐食膨張倍率、腐食速度等から求めた覆土

の変形量に基づき、難透水性覆土には開口が生じないものとし、地下水との反
応(塩影響を含む)による化学的変質のみによって透水係数が変化した状態を設
定する。

a-2. 地下水との反応(塩影響を含む)
• 地下水との反応(塩影響を含む)による化学的変質については、難透水性覆土中

のアルカリ成分等の物質移行が現実的となるよう設定し、化学的変質が現実的
に生じる条件での解析に基づいて、難透水性覆土及び下部覆土の透水係数を
設定する。



3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(最も可能性が高い自然事象シナリオ) (14/21)
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評価概要 状態設定、評価パラメータ設定

(3) 生活環境
• 生活様式については、審査方針に基

づき現在の生活様式を考えて現実的
でもっともらしい仮定に基づいて設定
する。

(3) 生活環境
想定した被ばく経路ごとに公衆の受ける線量を評価するため、水利用及び土地利用

に関わる生活様式に関連する評価パラメータ及び評価対象個人は、以下の考え方で
設定する。

(設定例）
a. 水利用
将来においても廃棄物埋設地を通過した放射性物質を含む地下水は南に向かっ

て流れ、中央沢を経て尾駮沼に流入するため、水利用に関しては、沢及び尾駮沼を
利用することを想定する。

a-1.沢の利用率
• 沢を取水源として灌漑農耕を実施する場合には大部分が沢水のみを利用する

ものと想定される。また、沢水の利用率を統計等に基づいて設定することが困
難であること、さらに、パラメータの特性を踏まえて現実的と考えられる値を設
定することも困難であることから、灌漑の農耕における放射性物質を含む沢の
利用率は保守的に1と設定する。

a-2. 水産物摂取量
• 水産物摂取量は調査世帯によってある程度変動すると考えられるものの、線量

評価結果に大きな影響を与えるような変動は想定されないというパラメータの特
性を考慮し、最も可能性が高い自然事象シナリオにおいても同じ保守的な設定
値とする。

a-3. 灌漑農産物摂取量
• 水産物摂取量と同様の考え方により、最も可能性が高い自然事象シナリオにお

いても同じ保守的な設定値とする。
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3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(最も厳しい及び最も可能性が高い自然事象シナリオ) (15/21)

 降水量変化については、現在の気温と降水量との関係に正の相関があり、地形や海流等のいわゆる気候因子も降水量と相関があ
ることから、敷地周辺と気候因子が類似する地点の気温と降水量の関係に基づき、将来の気温に対応する降水量を設定する。

降水量の設定値

気候因子が類似す
る地点の選定

36地点を選定

気温と降水量の関
係(回帰式を作成)

将来の気温
で設定

将来の降水量
の設定

【選定条件】
① 北半球の太平洋側に位置すること
② アリソフの気候区分が亜極帯～寒帯であること
③ 沿岸海流が寒流であること
④ 陸度(半径50km円内の陸域の占める割合が1/10～9/10であること)
⑤ 開放度(半径15km円内で対象地点より標高が200m以上高い範囲を

除く角度)が240°～360°であること

将来の降水量設定の流れ

No. 地点名 国名
年平均気温

(℃)
年降水量
(mm/年)

1 OKHOTSK RUSSIAN FED. -3.7 475
2 VLADIVOSTOK RUSSIAN FED. 5.0 837
3 ALEKSANDROVSK-SAKHALINSKII RUSSIAN FED. 1.0 651
4 NIKOL'SKOJE(OSTROV BERINGA) RUSSIAN FED. 2.8 693
5 稚 内 JAPAN 6.8 1,063
6 網 走 JAPAN 6.5 788
7 別 海 JAPAN 5.4 1,135
8 根 室 JAPAN 6.3 1,021
9 厚 床 JAPAN 5.3 1,154
10 榊 町 JAPAN 5.4 1,011
11 太 田 JAPAN 5.5 1,170
12 白 糠 JAPAN 5.5 1,090
13 釧 路 JAPAN 6.2 1,043
14 池 田 JAPAN 5.8 870
15 浦 幌 JAPAN 6.2 976
16 糠 内 JAPAN 5.0 1,026
17 大 津 JAPAN 5.3 1,090
18 大 樹 JAPAN 5.4 1,150
19 苫小牧 JAPAN 7.6 1,198
20 鵡 川 JAPAN 6.8 989
21 室 蘭 JAPAN 8.6 1,185
22 日高門別 JAPAN 7.2 956
23 静 内 JAPAN 8.0 1,032
24 浦 河 JAPAN 7.9 1,072
25 小田野沢 JAPAN 9.1 1,281
26 三 沢 JAPAN 10.0 1,056
27 十和田 JAPAN 9.5 983
28 八 戸 JAPAN 10.2 1,025
29 三 戸 JAPAN 10.0 1,084
30 種 市 JAPAN 9.4 1,198
31 鹿島台 JAPAN 11.2 1,138
32 石 巻 JAPAN 11.6 1,067
33 仙 台 JAPAN 12.4 1,254
34 亘 理 JAPAN 12.2 1,274
35 相 馬 JAPAN 12.3 1,373
36 六ヶ所 JAPAN 9.2 1,301

敷地周辺と類似する気候因子を持つ地点の気温と降水量
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敷地周辺と類似した気候因子を持つ36地点の
年平均気温と年降水量の関係

各地点の年平均気温及び年間降水量は、気象庁のデータ(25)(26)を使用した。

基本設定で用いる
近似曲線

変動設定で用いる
近似曲線

各地点の年平均気
温と年間降水量

敷地周辺と類似する気候因子を持つ地点の気温と降水量の関係から、
回帰式を作成し、将来の気温から将来の降水量を設定する。

変動設定においては、気温と降水量の関係のばらつきを考慮し、線量
評価上、希釈水量が少なくなるように、気温と降水量の下限値の関係式
(上図の破線近似曲線)を用いた。

気温と降水量との
関係の近似曲線
(97.5%片側信頼区

間下限)

ケース モデル化時期 気温(℃) 降水量(mm/y)

最も可能性が
高い設定

寒冷化ケース
現在 9 1,120

1,000年後 8 1.070

最も厳しい設定 寒冷化ケース
現在 9 910

1,000年後 8 860

地質環境等の状態設定の例（降水量変化）
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3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(最も厳しい及び最も可能性が高い自然事象シナリオ) (16/21)

対象施設
（対象廃棄物）

変形
形態

力学的変形

確からしい設定 厳しい設定

2号及び3号
（充塡固化体）

膨張

○難透水性覆土
隅角部の厚さが約1m以上残る状態（開口無し）

○下部覆土
破断や厚さの変化が生じない状態

○難透水性覆土
隅角部に約2mの開口が生じる状態

○下部覆土
破断や厚さの変化が生じない状態

1号
（充塡固化体）

○難透水性覆土
隅角部の厚さが約1m以上残る状態（開口無し）

○下部覆土
破断や厚さの変化が生じない状態

○難透水性覆土
隅角部の厚さがほぼ残らない状態（開口無し）

○下部覆土
破断や厚さの変化が生じない状態

1号
（均質・均一固化体）

陥没
○難透水性覆土／下部覆土共通

破断や厚さの変化が生じない状態
○難透水性覆土／下部覆土共通

破断や厚さの変化が生じない状態

金属及び埋設設備の膨張並びに埋設設備の陥没に起因する影響において、DEM解析により覆土の低透水性
（透水係数及び覆土厚さ）への影響評価をした結果から、透水係数に変化は生じないものの覆土厚さに以下の
力学的変形が生じると設定する。

○ 状態変化の評価（力学的影響）による覆土の状態変化

難透水性覆土
下部覆土

埋設設備

岩盤（鷹架層）

難透水性覆土

下部覆土

埋設設備

岩盤（鷹架層）

力学的影響 ： 覆土厚さの変化

上部覆土 上部覆土

3号廃棄物埋設地 変動設定 覆土の形状変化例

隅角部に約2mの開口が生じる状態

1,000 年後の状態変化の評価(力学的影響)のまとめ

廃棄物埋設地の状態設定の例（覆土の低透水性：力学的影響）
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 解析モデルは、セメント系材料由来のアルカリ成分等が難透水性覆土に拡散し、化学反応する体系として下
図のとおり設定する。

 セメント系材料側の境界条件は濃度勾配ゼロとし、岩盤側の境界条件は地下水の組成で固定した。これは
アルカリ成分が覆土側以外に散逸せず覆土側に拡散する条件である。

*1：2号廃棄物埋設地は、3号廃棄物埋設地と
同種の廃棄体及び類似施設のため、3号
廃棄物埋設地の解析結果で代表する。

評価期間
透水係数（m/s）

確からしい設定 厳しい設定

3号廃棄物埋設地
0 年 1.00×10-10 1.00×10-10

1,000 年後 1.01×10-10 1.02×10-10

1号廃棄物埋設地 0 年 1.00×10-10 1.00×10-10

1,000 年後 1.42×10-10 1.84×10-10

2号廃棄物埋設地 0 年 1.00×10-10 1.00×10-10

1,000 年後 1.01×10-10 1.02×10-10

化学的影響による難透水性覆土の透水係数の評価結果

解析体系概念図*1

廃棄物埋設地の状態設定の例（覆土の低透水性：化学的影響）

3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(最も厳しい及び最も可能性が高い自然事象シナリオ) (17/21)



放射性物質を含む地下水の移行

【岩盤】 低透水性、収着性

【覆土】 低透水性、収着性

【廃棄体固型化材、埋設設備】 収着性

自然事象シナリオにおける被ばく経路及び線量評価結果

沢、尾駮沼

3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(自然事象シナリオ) ） (18/21)

被ばく経路
漁業

従事者

農業
従事者
(米以
外)

農業
従事者

(米)

畜産業
従事者

建設業
従事者

居住者

地下水利用

水産物の摂取 ○ ○ ○ ○ ○ ○

灌漑農産物の摂取 ○ ○ ○ ○ ○ ○

灌漑農耕作業 － － ○ － － －

土地利用

屋外労働作業
（建設作業）

－ － － － ○ －

居住 ○ ○ ○ ○ ○ ○

農耕農産物の摂取 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○：考慮する被ばく経路
－：考慮しない被ばく経路

廃止措置開始後の線量評価結果
1号

[μSv/y]
2号

[μSv/y]
3号

[μSv/y]
重畳線量
[μSv/y]

最も可能性
が高い自然
事象シナリオ

居住者 0.20 0.18 8.8×10-2 0.46

最も厳しい
自然事象
シナリオ

漁業従事者 3.3 4.0 3.8 

11

農業従事者（米） 1.8 3.4 1.9 

農業従事者（米以外） 1.7 3.4 1.8 

畜産業事業者 0.66 0.63 0.62 

建設業従事者 0.77 0.80 0.79 

居住者 0.82 0.87 0.85 

自然事象シナリオにおける被ばく経路 自然事象シナリオにおける線量評価結果
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3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(人為事象シナリオ) (19/21)
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評価概要 状態設定、評価パラメータ設定

(1) 生活環境
• 本シナリオでは、敷地及びその周辺の一般的な土地利用で

は生じるとは考えられない廃棄物埋設地のバリアの損傷を
もたらす人間活動を対象とし、廃棄物埋設地の偶発的な大
規模掘削を行う建設業従事者及び掘削残土上に居住する
公衆(以下「居住者」という。)が受ける線量を評価する。

(2) 廃棄物埋設地、地質環境等
• 居住者の受ける線量の評価に当たって、廃棄物埋設地のう

ち掘削による擾乱を受ける範囲の状態設定は、バリア機能
の一部喪失を考慮するものとし、それ以外の状態設定は、
本シナリオが発生の可能性の小さい仮想的なシナリオであ
ることから、過度な保守性を避けるため、最も可能性が高い
自然事象シナリオと同様とする。

(1) 生活環境
• 一般的な土地利用では生じるとは考えられない廃棄物埋設

地の偶発的な大規模掘削を想定し、侵入者である建設業従
事者と土地利用を行う居住者について、線量の評価対象と
する代表的な被ばく経路を設定する。居住者の被ばく経路と
して、掘削に伴うバリア機能喪失後の廃棄物埋設地からの
地下水移行によって生じる被ばく(最も可能性が高い自然事
象シナリオの水利用と同じ)も考慮する。

• 掘削土壌にはコンクリート構造物である埋設設備が含まれ
るため、大規模な掘削によって発生する土壌上での利用に
際しては、客土が施されるものとして、居住者の遮蔽係数及
び土壌の希釈係数を設定する。

(2) 廃棄物埋設地、地質環境等
• 大規模な掘削は、掘削される土壌に含まれる放射性物質量

が多く、保守的となるよう埋設設備底部まで掘削されるもの
と想定し、廃棄物埋設地の状態を設定する。

• 大規模な掘削に伴い、廃棄物埋設地の物理的バリア機能で
ある難透水性覆土及び下部覆土の低透水性の機能が周辺
土壌程度まで低下するものとし、化学的バリア機能である各
バリアの収着性の機能には影響が生じないものと設定する。

• 大規模な掘削に伴うバリア機能喪失の範囲は、掘削範囲と
難透水性覆土の施工範囲を考慮して設定する。

人為事象シナリオは、廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中
の移行及び当該掘削後の土地利用を考慮して、典型的なもっともらしい様式化された人間侵入を考慮し、侵入
者の受ける線量及び公衆の受ける線量を評価する。



3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(人為事象シナリオ) (20/21)

放射性物質を含む地下水の移行

【岩盤】 低透水性、収着性

【廃棄体固型化材、埋設設備】 収着性

人為事象シナリオの評価概念図

地質環境等
・気温・降水量
・地下水流動
・表流水流動

沢、尾駮沼

生活環境
・土地利用の生活様式
・建設業従事者（侵入者）
・居住者（公衆）

生活環境
・水利用の生活様式

廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃
棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移
行及び当該掘削後の土地利用を考慮して、典
型的なもっともらしい様式化された人間侵入を
考慮し、侵入者の受ける線量及び公衆の受け
る線量を評価する。

【被ばく経路】
・建設作業
・居住
・農耕農産物摂取(家庭菜園含む)

【被ばく経路】
・水産物摂取
・灌漑農産物摂取

【覆土】 低透水性、収着性

大規模掘削

客土

廃棄物埋設地
・低透水性（透水係数）
・収着性（分配係数）

【掘削に伴う擾乱】
・覆土の低透水性の機能喪失
・収着性の機能は維持
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放射性物質を含む地下水の移行

【岩盤】 低透水性、収着性

【廃棄体固型化材、埋設設備】 収着性 沢、尾駮沼

3. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十条 廃棄物埋設地(人為事象シナリオ) ） (21/21)

【覆土】 低透水性、収着性

大規模掘削

客土

【掘削に伴う擾乱】
・覆土の低透水性の機能喪失
・収着性の機能は維持

人為事象シナリオにおける被ばく経路及び線量評価結果

被ばく経路
建設業
従事者

居住者

地下水利用

水産物の摂取 － ○

灌漑農産物の摂取 － ○

灌漑農耕作業 － －

土地利用

屋外労働作業
（建設作業）

○ －

居住 － ○

農耕農産物の摂取 － ○

○：考慮する被ばく経路
－：考慮しない被ばく経路

廃止措置開始後の線量評価結果
1号

[μSv/y]
2号

[μSv/y]
3号

[μSv/y]
重畳線量
[μSv/y]

人為事象シ
ナリオ

建設業従事者 5.9 5.8 2.5 5.9

居住者 44 37 19 44

人為事象シナリオにおける被ばく経路 人為事象シナリオにおける線量評価結果
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2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十一条 放射線管理施設

32

要求事項 適合性

• 事業所には、次に掲げるところにより、放射線管理施設を
設けなければならない。

一．放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を監
視し、及び管理する設備を設けること。

二．放射線から放射線業務従事者を防護するため、必要な情
報を適切な場所に表示する設備を設けること。

• 一号は、放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量
を監視し及び管理する設備については、既許可申請書の内
容から変更は無い。

• 二号は、放射線から放射線業務従事者を防護するために必
要な情報として、管理区域には管理区域である旨及び区域区
分の状況を示す標識を管理区域の出入り口付近の目の付き
やすい箇所に設ける。また、管理建屋のゲート付近には、管
理区域の設定範囲を表示するとともに、外部放射線に係る線
量、空気中の放射性物質の濃度又は放射性物質の表面密度
の基準による区域区分の状況を表示する表示板を設置する。



2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性

第十二条 監視測定設備

33

要求事項 適合性

• 事業所には、次に掲げる事項を監
視し、及び測定し、並びに必要な
情報（第二号に掲げる事項に係る
ものに限る。）を適切な場所に表
示できる設備を設けなければなら
ない。

一．廃棄物埋設地から漏えいする放
射性物質の濃度及び線量

二．事業所及びその境界付近におけ
る放射性物質の濃度及び線量

三．地下水の水位その他の廃棄物
埋設地及びその周囲の状況

• 一号は、放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間は、排水・監視設備及び放
射能測定装置を設置する。覆土完了から廃止措置の開始までの間は、地下水採取孔及び
放射能測定装置を設置する。放射能測定装置は、線量告示に定められた周辺監視区域外
の水中の濃度限度の100分の1程度の値を測定できる性能を有する設計とする。また、地下
水採取孔は移行抑制機能の低透水性を著しく損なわない設計とし、排水・監視設備及び地
下水採取孔は、有害な空隙が残らないよう必要な部位を解体し、埋戻しを行う。

• 二号は、周辺監視区域境界付近における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による
放射線量、廃棄物埋設施設から放出する気体及び液体廃棄物の濃度の監視及び測定は、
既許可から変更が無いとする。これら測定結果については、管理建屋内に設置する設備で
表示する。

• 三号は、定期的な評価等に必要なデータを取得するため、人工バリア及び天然バリアの漏
出防止機能及び移行抑制機能並びにこれらの機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びそ
の周囲の状況を対象として、監視及び測定するための設備を設置する。また、人工バリア
及び天然バリアの移行抑制機能に係る項目については、類似環境下での原位置試験及び
必要に応じてそれを補完する室内試験により監視及び測定する設計とする。

凡例(記号がないものは設置場所を示す。)
モニタリングポイント：周辺監視区域境界付近
地下水採取孔:廃棄物埋設地近傍
地下水採取孔:周辺監視区域境界付近
地下水位測定孔:廃棄物埋設地近傍
地下水位測定孔:周辺監視区域境界付近
地下水位測定孔:廃棄物埋設地
排水・監視設備：廃棄物埋設地
放射能測定装置：管理建屋
放射線サーベイ機器：管理建屋
排気用モニタ：管理建屋
水質の分析装置：管理建屋等

監視測定設備の設置箇所概略図
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第十三条 廃棄施設の要求事項 適合性

• 廃棄物埋設施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺
監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に
低減できるよう、必要に応じて、廃棄物埋設施設において発生
する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設（放射性
廃棄物を保管廃棄する施設を除く。）を設けなければならない。

• 廃棄物埋設施設には、十分な容量を有する放射性廃棄物を保
管廃棄する施設を設けなければならない。

• 廃棄施設について既許可申請書の内容から変更は無い。
• 3号廃棄物埋設地の増設を考慮しても、公衆の受ける線量

は、最大で約23μSv/yである。

• 固体廃棄物の保管廃棄施設についても、3号廃棄物埋設
施設の増設を考慮しても十分な容量を有しており、汚染拡
大を考慮する必要の無い設計である。

2. 許可基準規則への適合性 (2)要求事項に対する適合性
第十三条 廃棄施設 第十四条 予備電源 第十五条 通信連絡設備等

第十四条 予備電源の要求事項 適合性

• 安全機能を有する施設（その安全機能を維持するために電気
の供給が必要なものに限る。）には、外部電源系統からの電気
の供給が停止した場合において、監視設備その他必要な設備
に使用することができる予備電源を設けなければならない。

• 廃棄物埋設施設の安全機能を有する施設について、その
安全機能を維持する上で、電気の供給が必要なものは無
いことから、予備電源を設置しない。

第十五条 通信連絡設備等の要求事項 適合性

• 事業所には、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合において
事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び
通信連絡設備を設けなければならない。

• 事業所には、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合において
事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができ
るよう、通信連絡設備を設けなければならない。

• 廃棄物埋設施設には、事業所内の人の退避のための設備を
設けなければならない。

• 異常が発生した場合において、事業所内外の通信連絡を
行う設備としてページング設備、携帯電話等の異なる通信
手段による所内外通信連絡設備を用いるとともに、サイレ
ンを鳴動させることができる非常警報装置を設ける。これ
ら通信連絡設備等については、外部電源喪失時にもバッ
テリ等の供給電源を備える。

• 事業所内の人の退避のための設備として、避難用の非常
用照明及び単純、明確かつ永続的な避難方法を明示した
標識を備えた安全避難通路を施設内の道路等に設ける。



3. 保安のために講ずべき措置の変更予定時期
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【変更対象：埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了まで】

• 埋設設備外への放射性物質の漏出がないことの監視を行い、異常な漏出があったと認められる場合には、
速やかに埋設設備の修復その他必要に応じて適切な措置を講ずる。

• この段階の終了予定時期を以下のとおりとする。

3号廃棄物埋設施設：埋設開始以降27年以内(追加)

1号廃棄物埋設施設：7,8群は埋設開始以降43年以内(変更)

1群から6群は埋設開始以降35年以内

2号廃棄物埋設施設：埋設開始以降30年以内


